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(7)洪水予報 

加古川は、水防法第10条及び気象業務法第14条に基づく洪水予報指定河川であり、国

は、神戸地方気象台と共同で洪水予報を発表している。 

洪水予報には、はん濫注意情報、はん濫警戒情報、はん濫危険情報、はん濫発生情報の

4つがあり、これらの情報を県や市町へ伝達し、水防活動等に利用するほか、市町や報道

機関を通じて県民の方々へ伝達している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：姫路河川国道事務所ホームページ 

図 61 洪水予報と避難行動 

 

 

表 54  洪水予報区間 

河川名 区域 基準 

地点 
発表者 

加古川 

（美嚢川合流点より

上流区間） 

左岸：加東市多井田から 

三木市別所町まで 

右岸：加東市上滝野から 

小野市黍田
き び た

町まで 

板波 姫路河川国道事務所 

神戸地方気象台 

 

加古川 

（美嚢川合流点より

下流区間） 

左岸：加古川市八幡町から海まで 

右岸：加古川市上荘町から海まで 

国包 
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図 62 洪水予報区間図 
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6-3 浸水による被害の軽減に関する学習 

県民は、災害時に的確な避難ができるよう、防災リーダーの育成、防災マップの作成な

どにより、浸水被害対策の重要性を認識し、自主防災組織等の活性化を図るなど、「自助」

「共助」の取り組みを進めるとともに、県及び市町はこれを支援する。 

 

(1)防災リーダーの育成 

県及び市町は、自然災害が発生した場合、地域の自主防災組織の一員として、防災活動

に積極的に取り組んでいただく地域防災の担い手を育成するため、防災研修を実施する（ひ

ょうご防災リーダー講座、防災に関する出前講座等）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

図 63 ひょうご防災リーダー講座パンフレット 
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表 55（1） 防災リーダー等の人材育成に関する取り組み 

対象 
実施 

主体 
現在の取り組み 今後の取り組み 

流域圏 

全体 
県 

・平成16年度から地域防災力の向上を目的

として、「ひょうご防災リーダー講座」（体

系的・実践的な防災に関する知識・技術を

学ぶ講座）を開催し、人材の育成に努めて

いる。 

・「自主防災組織リーダー等研修」では、自

主防災組織のリーダー等に対し、県の防災

拠点である広域防災センターにおいて防

災についての講義を行うとともに、地震体

験、煙体験などを行った。 

・行政、住民、NPO団体等、様々

な主体の防災の担い手を育

成するため、防災研修を実

施する。 

篠山市 

・ひょうご防災リーダー講座受講に係るテキ

スト代及び防災士取得に係る費用の一部

を補助することで、地域防災リーダーを育

成する。 

・左記を継続的に実施 

丹波市 

・ひょうご防災リーダー養成講座受講時のテ

キスト代を補助すると共に、自主防災組織

から推薦され講座受講された場合は、交通

費等の費用の一部を助成する。 

・養成講座受講者で構成される「丹波市防災

会」（任意団体）への加入推進を図り、受

講後におけるスキルアップ研修等の機会

を創出する。 

・左記を継続的に実施 

神戸市 

・消防署が実施する研修（市民防災リーダー

研修）により、地域の防災リーダーを育成

している。 

・左記を継続的に実施 

三田市 

・ひょうご防災リーダー講座を広報やホーム

ページ等で案内し、受講を促している。 

・左記を継続的に実施し、防

災リーダー講座の受講生の

増員を図る。 

西脇市 

・ひょうご防災リーダー講座を広報やホーム

ページ等で案内し、受講を促している。 

・左記を継続的に実施し、防

災リーダー講座の受講生の

増員を図る。 

三木市 

・ひょうご防災リーダー講座を広報やホーム

ページ等で案内し、受講を促している。 

・ひょうご防災リーダー講座修了者又は防災

士の資格を有する者が集い、三木防災リー

ダーの会を組織しており、危機管理課が事

務局を担当している。 

・三木防災リーダーの会は、研修会等を開催

している。市総合防災訓練や地域防災訓練

にも参加し、市も支援している。 

・自主防災組織の代表等を対象とした自主防

災組織育成研修会を年1回実施している。 

・左記を継続的に実施 

 

小野市 
・年１回、自主防災リーダー研修会を開催し

ている。 

・左記を継続的に実施 
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表55（2） 防災リーダー等の人材育成に関する取り組み 

対象 
実施 

主体 
現在の取り組み 今後の取り組み 

加西市 

・自主防災リーダー研修への参加や消防団

員の水防講習の開催を促すことにより、

地域防災力の核となる人材を育成する。 

・会場型防災訓練に変わり、DIG

訓練等新しい視点で訓練に

取り組む。 

加東市 

・ひょうご防災リーダー講座を広報やホー

ムページ等で案内し、受講を促してい

る。 

・左記を継続的に実施 

多可町 

・地域防災の担い手を育成するため、ひょ

うご防災リーダー講座や防災士養成講

座の受講に対し、助成制度を構築してい

る。 

・集落毎に2名の集落防災委員を選出 

・左記を継続的に実施 

加古川市 

・ひょうご防災リーダー講座を広報やホー

ムページ等で案内し、受講を促してい

る。 

・左記を継続的に実施 

高砂市 

・ひょうご防災リーダー講座を広報やホー

ムページ等で案内し、受講を促してい

る。 

・防災リーダー講座を修了したメンバーが

集まり、防災・減災についての啓発・広

報を目的とした「防災リーダーたかさ

ご」というグループを立ち上げ、地域自

主防災組織と相互に協力し、啓発活動を

展開している。 

・左記を継続的に実施 

稲美町 

・ひょうご防災リーダー講座を広報やホー

ムページ等で案内し、受講を促してい

る。 

・左記を継続的に実施 

播磨町 

・自主防災組織代表者に「ひょうご防災リ

ーダー講座」の受講案内を送付し、ひょ

うご防災リーダー講座の受講を促して

いる。 

・平成26年度より、ひょうご

防災リーダー資格取得の助

成を実施し、人材育成に努め

る。 
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(2)防災マップの作成・支援 

市町は、地区毎の防災マップを作成の上、県民が安全に避難できるよう作成した防災マ

ップの普及・活用に努める。 

県民は、過去の災害情報、避難経路、避難経路上の危険箇所、必要な防災対応などを県

民自らの手で地図に記載する「手づくり防災マップ」を作成し、水害リスクの認識の向上

に努めるとともに、自主防災組織等の活性化を図る。また、手づくり防災マップの作成に

際しては、防災リーダーが中心的な役割を担い、必要に応じて防災に経験豊富なNPO 法人

等の支援を得る。 

国及び県、市町は、住民の防災意識の向上や避難路の周知徹底など大きな役割を担う手

づくり防災マップづくりが各地区で広がるよう、研修会の開催等により取り組みを支援し

ていく。 

 

表 56 防災マップまたは手づくり防災マップ作成地区数 

市町名 
防災マップ・手づくり防災マップ 

作成地区数 

篠山市 全264地区中117地区で作成 

丹波市 全298地区中298地区で作成 

神戸市 未作成 

三田市 全12地区中7地区で作成 

西脇市 未作成 

三木市 全199地区中68地区で作成 

小野市 未作成 

加西市 全11小学校区中11小学校区で作成 

加東市 全98地区中8地区で作成 

多可町 全62地区中62地区で作成 

加古川市 全280地区中3地区で作成 

高砂市 自主防災会3地区で作成 

稲美町 未作成 

播磨町 未作成 

       ※平成25年度までの実施地区数 
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表 57（1） 防災マップに関する取り組み 

対象 
実施 

主体 
現在の取り組み 今後の取り組み 

流域圏 

全体 
国 

・市町と連携し、地元住民が主体と

なって、過去に発生した災害の情

報や避難所までの経路、避難経路

上の危険箇所及び必要な防災対

応などを自らの手で地図に記述

する防災マップ作成の取り組み

を支援している。 

・防災マップを作成する工程を通じ

て、避難の手順や避難に要する情

報、必要な防災の方策等を修得す

ることができ、住民間のコミュニ

ケーションの機会にもなり地域

コミュニティを強化につながっ

ている。 

・平成24年度には、加東市：上滝

野地区、河高地区、平成25年度 

には、穂積地区、野村地区、柏原

地区で実施している。 

・今後も関係市町と連携し防災マップ

に取り組む。 

篠山市 

・ハザードマップを活用し、住民参

加のワークショップ形式で自治

会単位での防災マップづくりを

行っている。 

・防災マップ作成を未作成の自治会へ

呼びかける。 

・今後は、他地域へ拡大するとともに

作成したマップを避難訓練等に使

用するなどの活用方策についても

検討していく。 

・地区別の防災マップの作成後、一枚

の防災マップにまとめ、全ての情報

を記載したマップを各世帯数に提

供する。 

・自治会がまとめたマップを基に、地

域の防災上の課題を検討し、防災設

備や資機材の点検を行う。 

丹波市 

・平成 22年度から丹波市防災マッ

プの記載情報を基に、自治会毎の

手づくりによるハザードマップ

を作成（H25.6末で市内全自治会

のマップ作成が完了） 

・定期的にマップ更新を行っていくよ

うに指導を行う。（更新支援） 

・随時、県民からの意見や情報を加筆

していくように指導を行う。 

・作成したハザードマップの検証作業

を含む風水害を想定した避難訓練

の実施促進。（訓練計画の提示） 

神戸市 － － 
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 表57（2） 防災マップに関する取り組み 

対象 
実施 

主体 
現在の取り組み 今後の取り組み 

三田市 

・平成23年度から地域版防災マップ

作成地域を募集し、毎年3地域をモ

デル地域に選定し地域版の防災マ

ップを作成している。作成のノウハ

ウを各地域に拡げ、減災のまちづく

りの推進を図っている。 

・平成26年度も地域版防災マップ作

成を継続する。 

・モデル地域以外での地域版防災マ

ップ作成についても白図の提供等

支援を行う。 

西脇市 － ・今後、検討する。 

三木市 

・市民が主体となり、社会福祉協議会

の協力のもとに、要援護者情報、危

険箇所等を記載する防災マップを

作成している。 

・未作成の自治会へ防災マップを周

知し、作成を推進していく。 

小野市 － ・今後、検討する。 

加西市 

・平成24年度の洪水ハザードマップ

更新にあたって、過去の浸水実績を

地域住民からヒヤリングを行い、

「行政」「住民」の協同によるマッ

プづくりを行った。 

・市内を11小学校区に分割し、地域

の詳細情報を反映することにより

「地域版防災マップ」に相当する情

報内容となっている。 

・新規居住者、市内企業への地域版

防災マップの周知を図っていく。 

加東市 

・河川沿川の自治会単位で、浸水想定

区域を表示した図面に、市民が主体

となって、避難場所、避難経路、避

難経路上の注意箇所、要援護者情報

等を記載する「マイ防災マップ」づ

くりを展開している。 

・浸水想定区域、危険箇所、避難場

所、避難経路などの確認のほかに、

災害時要援護者支援のための内容

を含めて活用を検討していく。 

・マイ防災マップ作成のフォローア

ップの継続・拡大していく。 

・水害データだけではなく、地震に

関する情報の追加を検討してい

く。 

多可町 

・平成24年度に全ての集落毎に防災

ワークショップを実施し、地域住民

自らの手で地図に記載する「手作り

の防災マップ」を作成した。 

・防災マップの作成を通じて、平成

27年度までに、全ての自主防災組

織で地区防災計画を作成する。 

加古川市 

・過去の災害情報、避難経路上の危険

箇所など地域住民自らの手で地図

に記載する「手作りのハザードマッ

プ」の作成を支援し、地域住民の防

災意識の向上に努めている。 

・左記を継続的に実施 

高砂市 

・出前講座で地域防災マップ作成を推

進している。 

・地域避難マップを作成している地域

がある。 

・地域避難マップ作成の拡充のため、

左記を継続的に実施する。 

稲美町 － ・今後、検討する。 

播磨町 － ・今後、検討する。 
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マイ防災マップ作成にあたっての説明会    防災マップ作成風景（篠山市） 

（加東市穂積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 64 マイ防災マップ例 
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(3)学校カリキュラムとの連携 

県は、生徒が自ら効果的な総合治水の対策を考え、学びを通じて、防災意識の向上につ

なげてくため、土木系学科を有する県立高校等と連携し、授業やその他課外活動として総

合治水に関する模型製作を支援する。 

平成26年度には、加古川流域圏において、東播工業高等学校、篠山産業高等学校ならび

に県立農業高等学校で模型を製作し、県及び市町とともに小学校への出前講座等に活用し

ていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジオラマ模型の例 
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6-4 浸水による被害の軽減のための体制の整備 

浸水による被害を軽減するためには、水防団等による水防活動の充実や住民の円滑な避

難行動が重要であることから、市町は、これらの体制の整備として、「水防活動への支援」

及び、わかりやすい避難所の表示や避難時に地区内で住民同士が助け合う「円滑な避難体

制の整備」も行う。さらに、各市町だけでの復旧が困難な大規模水害に備えた幅広い連携

体制として、救援活動等に対する国、県、他市町、民間事業者との「協定締結に関する取

り組み」に努める。 

 

(1)水防活動等への支援 

市町は、洪水時には各市町が定める水防計画に基づき、水防活動を行うこととなるが、

少子高齢化や過疎化により消防団員の減少など水防体制の弱体化が懸念されることから、

災害モニター制度の活用などにより情報収集に努めるとともに、河川やため池等の巡視、

点検等が、迅速に行えるような体制づくりに努める。なお、流域圏の自主防災組織の組織

率(組織されている地域の世帯数/管内世帯数)は100%に近い市町が多い。 

また、県は、迅速な水防活動を支援するため、河川水位の予測などの情報を「フェニッ

クス防災システム」により市町や消防機関等に提供している。 

 

表 58（1） 水防活動等への支援に関する取り組み 

実施主体 現在の取り組み 今後の取り組み 

篠山市 

・地域防災訓練時に消費期限前の防災備蓄物

資の提供を行うなど、自助に関わる活動に

対して積極的に支援を実施している。 

・今後も地域の防災訓練時には防

災物資の無償提供などの支援

を行う。 

・自主防災組織の防災・避難訓練

を積極的に指導し、多くの地域

県民の参加に努める。 

丹波市 

・自主防災組織が実施する防災訓練に年間延

べ 60回程度（休日、夜間に関わらず）の

出前訓練等（各種防災講話を含む）を実施

している。 

・自主防災組織における備蓄資機材等の購入

費助成を行っている。（年１回、補助率

8/10、80,000円上限） 

・左記を継続的に実施 

・丹波市防災会（H24.6設置/任

意団体）の協力得て自主防災組

織の防災訓練支援を行う。 

神戸市 

・消防署、区役所等が中心となり、防災福祉

コミュニティが実施する地域の防災訓練

を支援している。 

・市で作成したハザードマップやパンフレッ

トをもとに、市職員が地域に出向いて説明

し、理解を深めてもらう「出前トーク」な

どの取り組みを活用し、啓発に努めてい

る。 

・左記を継続的に実施 
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表58（2） 水防活動等への支援に関する取り組み 

実施主体 現在の取り組み 今後の取り組み 

三田市 

・水防活動の中心となる消防団に対して、消

防団車両の更新等の活動支援を行ってい

る。 

・資機材、備品等の充実を図って

いく。 

西脇市 

・消防団の分団ごとに水防倉庫を設置し、土

のう袋、土砂、スコップ等資機材を整備し

ている。また、排水ポンプを購入し配備し

ている。 

・資機材、備品等の充実を図って

いく。 

三木市 

・三木市自主防災組織補助金交付要綱を定

め、自主防災組織の交付申請により、水防

活動に必要な資機材について補助を実施

している。 

・消防団に対する水防訓練の指導、活動支援

を実施している。 

・左記を継続的に実施 

小野市 

・水防活動の中心となる消防団に対して、土

のう作成・土のう工法等の訓練指導等の活

動支援を行っている。 

・左記を継続的に実施するととも

に、水防活動をする上での支援

内容の見直しを実施する。 

加西市 

・土のう袋を無料配付し、自主防災組織によ

る土のう備蓄を推進している。 

・消防団に対して水防訓練の指導を実施して

いる。 

・左記を継続的に実施 

・自主防災組織による土のうづく

り訓練日の設定 

加東市 
・水防団に対して、水防工法訓練や土のう作

成指導を実施。 

・左記を継続的に実施 

多可町 

・自主防災組織や消防団に対して、土のう作

成、土のう工法等の訓練指導を実施してい

る。 

・消防団と中学生の交流事業（スクラムハー

ト事業）により、中学生が防災や消防団活

動を体験的に学ぶことで、防災意識の向上

や将来の消防団員の育成に努めている。 

・左記を継続的に実施 

 

加古川市 

・自主防災組織や消防団に対して、土のう作

成、土のう工法等の訓練指導を実施してい

る。 

・自主防災組織に対して、防災資機材等の購

入、買い替えの補助金を交付している。 

・左記を継続的に実施 

高砂市 
・地元に対し、水防訓練等により防災指導を

実施している。 

・自主防災組織等で行われる防災

訓練等の自主的な活動を積極

的に支援 

稲美町 

・災害に備え、消防団を中心とした水防体制

の構築に努めるとともに、自主防災組織の

育成に努めている。 

・左記を継続的に実施 

播磨町 

・自主防災組織に対して、土のう作成・土の

う工法等の訓練指導を実施している。 

・土のうの事前配布を進めている。 

・自主防災組織に対し、運営費補助金を交付

している。 

・左記を継続的に実施 
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表 59 流域圏関連市町の消防団の分団数・団員数 (H24.4.1現在) 

区分 団体 
分団数 団員数 

(分団) (人)  

上流域 

ブロック 

篠山市消防団 21 1,221 

丹波市消防団 29 2,141 

中流域 

ブロック 

神戸市消防団 159 3,812 

三田市消防団 7 704 

西脇市消防団 7 947 

三木市消防団 38 1,337 

小野市消防団 6 697 

加西市消防団 12 1,410 

加東市消防団 75 1,234 

多可町消防団 14 1,144 

下流域 

ブロック 

加古川市消防団 19 1,186 

高砂市消防団 7 674 

稲美町消防団 6 852 

播磨町消防団 12 343 

出典：平成24年版消防防災年報,兵庫県. 

 

 

表 60 流域圏関連市町の自主防災組織 (H24.4.1現在) 

区分 市町名 組織数 
組織率 

(%) 

上流域 

ブロック 

篠山市 82 100.0 

丹波市 298 100.0 

中流域 

ブロック 

神戸市 191 100.0 

三田市 152 93.3 

西脇市 81 100.0 

三木市 194 100.0 

小野市 87 99.9 

加西市 142 100.0 

加東市 98 100.0 

多可町 64 100.0 

下流域 

ブロック 

加古川市 274 96.3 

高砂市 99 87.5 

稲美町 67 100.0 

播磨町 43 99.7 

出典：平成24年版消防防災年報,兵庫県. 
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(2)円滑な避難体制の整備 

市町は、豪雨時や夜間といった状況下での避難も考慮し、避難所への避難経路の設定に

際しては危険箇所を避け設定するとともに、一律に指定避難所へ避難するのではなく垂直

方向の避難（建物の上層階への避難等）等の状況に応じた避難方法も選択肢に含めて検討

する。さらに、県及び市町は、流域圏が超高齢社会※であることを踏まえ、共助による避難

誘導や危険箇所の解消に努める。また、市町は災害時にも避難経路がわかりやすい案内板

等の設置に努める。 
 

表 61 流域圏内における65才以上の割合 

（平成22年国勢調査による） 

地域 65歳以上の割合(%) 

東播磨 21.1 

北播磨 25.3 

丹波 28.7 

※超高齢社会：高齢化率（65歳以上の人口が総人口に占める割合）が21％を超える社会をいう。 

※地域は、兵庫県の行政上の地域区分。 

 

表 62（1） 円滑な避難体制の整備に関する取り組み  

実施主体 現在の取り組み 今後の取り組み 

篠山市 

・避難所の入り口に避難所の表示看板を多

言語で設置している。 

 

・左記を継続的に実施 

・自主防災組織における自主防災

計画の策定を推進・支援するた

め、「自主防災計画作成指針」

を作成する。 

丹波市 

・市指定の避難所については、丹波市防災

マップで周知した上で、自治会ごとに作

成する手作りハザードマップでは、自治

会毎に任意で設置する一次避難所へ、市

からの避難勧告等に関わらず、自治会独

自に決めたルールに基づき自主避難が

行われるように周知している。 

・府県を超えた近隣市町間での相

互応援体制を構築できるように

協議を継続する。 

 

神戸市 

・災害発生時には、迅速な応急対応を実施

するために、地域防災計画の中に防災対

応マニュアル（避難誘導マニュアル、避

難所開設・運営マニュアル等も含まれ

る）を整備している。 

・広報紙KOBE防災特別号「くらしの防災

ガイド」を毎年6月に全戸配布し、防災

情報、避難行動、各種ハザード、避難所

などの情報発信に努めている。 

・左記を継続的に実施 

三田市 

・水害発生時に災害時要援護者が円滑に避

難できるよう、地区内で住民同士が助け

合う取り組みの推進に努めている。 

・左記を継続的に実施 
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表62（2） 円滑な避難体制の整備に関する取り組み  

実施主体 現在の取り組み 今後の取り組み 

西脇市 

・1人で避難できない要援護者を近隣の複

数の住民で見守る「近隣協力体制づくり」

を実施し、速やかな避難が行えるように

取り組んでいる。 

 

・近隣協力体制づくりが未実施の地

区に対して実施を呼びかけてい

く。 

・指定避難所となっている施設に、

災害発生時に速やかな避難が行え

るように、避難所看板を設置して

いく。 

三木市 

・三木市避難勧告等の判断・伝達マニュア

ルに基づき避難勧告等を発令する。 

・防災情報マップ（全戸配布）において、

避難所の表示と避難について説明を掲載

しているほかに、効率的な避難が行われ

るように、住民にわかりやすく目立つ箇

所に避難所看板を設置している。 

・関電柱の巻付け看板を利用した「公共電

柱広告」として、防災表示（避難所情報）

を併せた看板の設置を募集している。 

・「避難勧告等の判断・伝達マニュア

ル作成ガイドライン」に基づき判

断・伝達マニュアルを見直す。 

小野市 
・避難施設等への案内板等の整備を行って

いる。 

・高齢化社会に対応するための避難

体制を検討する。 

加西市 

・円滑な避難所開設と運営を図るため、地

区連絡参集職員を定め、避難所開設・運

営マニュアルに基づく協議を実施してい

る。 

・毎年4～5月に地区連絡参集職員と

施設管理者による避難所の点検お

よび協議を実施する。 

加東市 

・手作り防災マップ（マイ防災マップ）作

成作業の中で、垂直避難および高齢者等

への支援を協議している。 

・災害時要援護者支援として名簿及び台帳

を作成 

 

・災害時要援護者支援として手作り

ハザードマップへの反映やGISシ

ステムへの連動を検討する。 

・「命のカプセル」の配布（氏名や

避難所などを記載した書類や薬な

どを収納でき、冷蔵庫で保管する

箱）。    

・河川護岸へ浸水想定ラインについ

て、要望がある箇所に設置してい

く。 

多可町 

・自助・共助の醸成を図るため、自主防災

組織における地区防災計画の策定を推

進・支援している。 

・地区防災計画の作成を推進する中で、垂

直避難も含めて、安全な避難場所を確認

している。 

 

・避難勧告等の避難情報の判断・伝

達マニュアルの策定 

・全集落で避難訓練を主とした防災

訓練を実施し、日頃の備え、非常

時の対応等の周知を図る。また、

地区防災計画を検証するととも

に、未作成の組織に対して作成を

推進する。 

加古川市 

・学校、公民館、公園等に災害時避難場所

の標識を設置している。また主に臨海部

において海抜表示看板を設置している。 

・左記を継続的に実施 
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表62（3） 円滑な避難体制の整備に関する取り組み  

実施主体 現在の取り組み 今後の取り組み 

高砂市 

・水害発生時に災害時要援護者が円滑に避

難できるよう、地区内で住民同士が助け

合う取り組みの推進に努めている。 

・市内の避難所については、災害時避難場

所の標識を設置している。また、海抜表

示板を公共施設・電柱に設置している。 

・電柱巻付広告看板の新規及び取替え時に、

津波に関する海抜表示や避難所誘導情報

等を表示した広告看板を設置するよう関

電柱管理者と覚書を締結している。 

・車両被害を軽減させるため、車両一時避

難場所を設けている。 

・左記を継続的に実施 

 

 

稲美町 
・風水害時避難勧告等の判断・伝達マニュ

アルに基づき、避難情報を発令する。 

・左記を継続的に実施 

播磨町 

・学校・公民館・公園等に災害時避難場所

の標識を設置している。あわせて、標識

に海抜を表示している。 

・左記を継続的に実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時避難場所の標識（播磨町）   公共電柱広告を利用した海抜や避難所情報の表示 

（播磨町）            （左：高砂市  右：三木市） 
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(3)協定締結に関する取り組み 

大規模水害時には、各市町だけでの復旧は困難であり、国、県、他市町等に応援要請を

行うことが必要となる。このため、市町は災害時の応援要請が迅速かつ円滑に行えるよう

平時から応援協定の締結や民間事業者などとの幅広い連携体制のさらなる構築に努める。 

 

表 63（1） 民間事業者等との協定締結に関する取り組み 

実施主体 現在の取り組み 

国・県 

・災害における河川災害応急復旧業務に関する協定として、

国及び県が管理する河川において発生した災害の応急復旧

に必要な建設機械・資材・労務量の数量、確保体制、災害

時の作業体制を予め定めることにより、災害発生時に、迅

速かつ円滑に、災害の拡大防止と被災施設の応急復旧を実

施する。 

篠山市 

・平常時から市内の店舗、工場、事業所やボランティア団体

等との防災協力体制を構築するため、独自に篠山市防災協

力事業所登録制度を創設し、官民一体となって地域防災力

の向上に取り組んでいる。 

丹波市 

・県下各市町、府県を越えた近隣市町、市社協、市内の社会

福祉法人、市建設産業関連団体協議会、市自動車整備組合、

JA、生活協同組合、ホームセンター、LPガス協会等と協定

を締結している。 

神戸市 
・災害時における被害軽減及び迅速な救援を実施するため、

様々な関係企業、団体との応援協定を締結している。 

三田市 

・大規模水害時に備え、市町間の応援協定や物資供給に関す

る協定等を締結することにより、市民の避難生活の改善等

を図っている。 

西脇市 

・災害時相互応援協定として、建設業協会、上下水道共同組

合、生活共同組合、スーパーマーケット、兵庫県自治体病

院、郵便局、市内の福祉法人、県内消防本部、近隣市等と

協定を締結している。 

三木市 
・災害時における被害を軽減するため、様々な状況で対応で

きるよう市内外の民間事業者と協定を締結している。 

小野市 ・民間事業者との協定締結に努めている。 

加西市 

・スーパーマーケットやダンプカー協会等と緊急時における

生活物資の確保や応急対策業務支援等に関する協定や、姫

路市や加古川市等との播磨広域防災連携協定、西脇市や多

可町等との消防相互応援協定等の協定を締結している。 

加東市 

・「災害時の応援に関する協定」、「災害時における応急対

策業務に関する協定」、「緊急時における生活物資確保に

関する協定」、「福祉避難所に関する協定」等、災害時の

応援要請等が迅速かつ円滑に行えるように応援協定を関係

機関と締結している。 
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 表 63（2） 民間事業者等との協定締結に関する取り組み 

実施主体 現在の取り組み 

多可町 

・「応急対策業務や民間企業との支援物資等供給協定」、「民

間施設緊急避難所協定」、「相互応援（宮城県村田町、播磨

広域防災連携協定、日本郵便等）」等、災害時の応援要請等

が迅速かつ円滑に行えるように応援協定を締結している。 

加古川市 

・災害時における応急、復旧活動が迅速かつ円滑に行えるよう

に民間業者と応援協定を締結している。また市町等と応援協

定等を締結している。 

高砂市 
・民間事業者等と協定を締結し、官民一体となった地域防災力

の向上に努めている。 

稲美町 

・「民間企業との支援物資等供給協定」、「応急対策業務等の

協力に関する協定」、「物資調達に関する協定」等、災害時

に備え、民間団体と応援協定を締結している。 

播磨町 ・民間事業者と災害時における支援等協定を締結している。 

 

6-5 訓練の実施 

国及び県、市町、防災関係機関及びライフライン関係機関で構成する「加古川・揖保川

洪水予報連絡会」及び「水防連絡会」を毎年、増水期前に開催し、重要水防箇所の見直し

等情報の共有を図る。 

国及び県、市町等は、大規模洪水時（堤防破堤やゲリラ豪雨による内水浸水等）を想定

した実践的な演習を行うとともに、防災関係機関と連携して水防訓練を実施する。 

 

表 64（1） 訓練の実施に関する取り組み 

対象 
実施 

主体 
現在の取り組み 今後の取り組み 

流域圏 

全体 

国 

・毎年、加古川洪水予報連絡会議及び水

防協議会を開催し、重要水防箇所につ

いて関係機関との情報共有を図るとと

もに、緊急時の連絡体制確認を行って

いる。 

・左記を継続的に実施 

県 

・毎年増水期前に県・市町や防災関係機

関で構成する「水防連絡会」を実施し、

水防に関する相互の情報共有や連携強

化に努めている。 

・左記を継続的に実施 

篠山市 

・毎年6月に地域住民と協働で避難訓練

を主体とした防災訓練を実施してい

る。 

・平成25年度は、消防本部、警察、自衛

隊、消防団合同孤立者救助訓練の他、

防災士などから、災害から身を守る術

について講演を受ける。 

・左記を継続的に実施 
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表64（2） 訓練の実施に関する取り組み 

対象 
実施 

主体 
現在の取り組み 今後の取り組み 

丹波市 

・１年を通じて、自治会を母体とする自

主防災組織が実施する防災訓練を継続

して支援し、その中で風水害等を想定

した避難訓練、水防訓練等を実施して

いる。 

・毎年 3月頃には、小学校区を対象とし

た総合防災訓練も実施している。 

・左記を継続的に実施 

神戸市 

・毎年、住民、消防団、学校、行政、他

機関が協働で、防災福祉コミュニティ

訓練、区防災訓練、全市訓練等を実施

している。 

・左記を継続的に実施 

三田市 
・水防訓練を含む総合防災訓練を隔年で

実施している。 

・左記を継続的に実施 

西脇市 

・平成24、25年度に消防、自衛隊、警察、

ドクターヘリ等が参加した大規模な訓

練を実施している。 

・訓練内容は震災を想定した訓練や、消

防団による水防工法を実施している。 

・左記を今後も継続的に実施 

・自主防災訓練においてDIGの実

施を推奨していく。 

三木市 

・年１回、消防、自衛隊、警察、消防ヘ

リ等が参加した大規模な訓練を実施し

ている。 

・被害想定を風水害と地震を隔年で実施

している。 

・左記を継続的に実施 

小野市 

・市内小学校区ごとに、地域住民・児童・

保護者・学校関係者などが参加した防

災訓練を実施している。 

・災害時において、応急復旧活動や救助

活動、避難等を迅速に行えるように訓

練を市、県民、関係機関の協力のもと

に実施している。 

・左記を今後も継続的に実施 

・災害時要援護者の避難訓練な

ど、訓練内容の変更を検討して

いく。 

加西市 

・自主防災組織・市役所・消防機関・自

衛隊等の協同による防災訓練を実施し

ている。 

・左記を継続的に実施 

・会場型防災訓練に変わり、DIG

訓練等新しい視点で訓練に取

り組む。 

加東市 

・小中学校において自主防災組織との合

同防災訓練の実施（参加団体、年間2

校を対象）している。 

・左記を継続的に実施 

多可町 

・地域防災力の向上のため、自主防災組

織単位の防災訓練の実施を推進してい

る。 

・左記を継続的に実施 

・今後、防災関係機関との連携強

化のための総合防災訓練を実

施する。 
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表64（3） 訓練の実施に関する取り組み 

対象 
実施 

主体 
現在の取り組み 今後の取り組み 

加古川市 

・消防機関（消防署及び消防団）に対し

て、水害発生時の実動活動に備え、水

防工法及び操法の習熟に重点をおいた

水防訓練を毎年１回以上実施してい

る。 

・左記を継続的に実施 

高砂市 

・毎年、防災体制の検証、対応能力や技

能の向上、市民の防災意識の高揚等、

目的に応じた水防訓練を実施してい

る。 

・左記を継続的に実施 

稲美町 

・災害に備え消防団が加古川市消防本部

と連携して、積み土のうなどの水防訓

練を毎年実施している。 

・左記を継続的に実施 

播磨町 
・自主防災組織に対して、土のう作成や

土のう工法等の訓練を実施している。 

・左記を継続的に実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土のう作成            シート張り工法 

水防訓練（小野市） 

 

連絡会での現地見学会 

［姫路河川国道事務所の事例］ 

防災訓練（篠山市） 
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6-6 建物等の耐水機能の確保 

①建物等の耐水機能の確保 

県民は、敷地の地形の状況や市町が配布するハザードマップ等を確認し、自らが所有す

る建物等に浸水が見込まれる場合は、「建物等の耐水機能に係る指針」（平成 24年 5月,兵

庫県）に基づき、敷地の嵩上げや遮水壁の設置、電気設備の高所配置など、耐水機能を備

えることに努める。 

県及び市町は、地域防災計画に定める防災拠点施設や避難所に浸水が見込まれる場合は、

耐水機能の確保の必要性を検討し、必要に応じて実施する。 

多可町等の庁舎の建替えにあたっては、耐水化・電気施設の高所設置などを今後検討す

る。 

 

②施設の指定 

県は、浸水機能を備えることが流域圏における減災対策に特に必要と認め、所有者等の

同意を得られた上で、建物等を指定耐水施設に指定（条例第45条）する。 

 

③維持管理 

建物所有者は耐水機能を備え、維持する。 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 65 耐水機能の主な例 
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6-7 集落の浸水による被害の防止 

(1)二線堤、輪中堤等による集落の浸水被害の防止 

法華山谷川の水位が上昇した場合に、影響を受ける低地部には、二線堤、輪中堤等の対

策を施し、床上浸水被害の解消を推進する。 

加古川市は、下表に示す箇所において輪中堤による浸水被害軽減対策を実施する。 

 

表 65 被害軽減対策 

事業主体 実施箇所 対策内容 

加古川市 加古川市西神吉町岸、西神吉町辻地先 輪中堤 

 

 

(2)排水施設の設置及び機能維持 

市町は、台風等により浸水が予想される箇所に仮設ポンプを設置し、被害軽減に努める。 

市町は、ポンプ場流入水路の点検や浚渫、清掃を行う。 

 

(3)浸水状況を踏まえた土地利用の検討 

市町は、土地利用に関する計画を定める際には、浸水状況等を踏まえた適正な土地利用

となるよう、総合治水を推進する県と連携して計画を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

二線堤                 輪中堤 

 

 

 

 

※「二線堤」 

・本堤背後の堤内地に築造される堤防で、控え堤、二番堤とも言う。 

・万一本堤が決壊した場合に、洪水氾濫の拡大を防止する。 

※「輪中堤」： 

・特定の区域を洪水の氾濫から防御するため、その周囲を囲んで設けられた堤防である。 

・小集落を防御するためには、効率的な場合があるが、日常的な集落外への出入りに支障

を来す場合がある。 
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6-8 浸水による被害からの早期の生活の再建 

阪神・淡路大震災の経験と教訓から創設された共済制度である「フェニックス共済（兵

庫県住宅再建共済制度）」は、被災後の住宅及び家財の再建を支援する仕組みであり、特に

住宅再建共済は県全体の加入率が9.1％（平成26年10月末現在）に対し、東播磨･北播磨･

丹波地域の加入率は、平成 16年水害等の影響もあり、それぞれ 11.7％、12.9％、13.4％

と高い。 

なお、「安全元気 ふるさとひょうご実現プログラム」では、平成30年度までに共済加入

率を15％に向上することを目標として、「フェニックス共済（兵庫県住宅再建共済制度）」

について普及啓発を強化し、加入を促進することとしている。 

今後も、県及び市町は、水害からの早期復旧を図るため「フェニックス共済（兵庫県住

宅再建共済制度）」等の加入促進に努める。 

 

 

                         表 66 フェニックス共済加入状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 66 フェニックス共済パンフレット 

 

 
 

加入戸数 加入率
東播磨 26,136 11.7

北播磨 10,470 12.9
丹波 4,506 13.4

地域全体 41,112 12.1
県内全体 161,963 9.1

地域
平成26年10月末
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7 環境の保全と創造への配慮 

河川対策を実施する際には、「ひょうご・人と自然の川づくり」の基本理念や基本方針に

基づき、“安全ですこやかな川づくり”“流域の個性や水文化と一体となった川づくり”“水

辺の魅力と快適さを生かした川づくり”という基本理念のもと、生態系、水文化・景観、

親水にも配慮した河川整備を実施する。 

加えて、「生物多様性基本法」に基づき、平成 21年 3月に策定した「生物多様性ひょう

ご戦略」や地域の自然環境の保全・再生に関する計画※、「ひょうごの川・自然環境調査※」

の結果を踏まえて、河川整備に際しては多様な生物の生活環境等に与える影響を可能な限

り回避･低減または代替できる環境保全措置を講じ、生物多様性の保全に配慮した川づくり

に取り組む。 

また、森林や水田・ため池などを対象とした流域対策を実施する際にも、これらの自然

環境、生物環境などに配慮した事業を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

7-1 生物の生息・生育・繁殖の場の保全・再生 

人間を含むすべての生命の生存基盤である環境は、生物の多様性が健全に維持されること

により成り立っている。しかしながら、いのちと暮らしを支える生物多様性が、人間活動や

開発、生活様式や産業構造の変化等により、危機に直面していることから、将来にわたって

維持されるように、生物の多様性を維持、回復する必要がある。 

加古川における特徴的な生物の生存基盤である生息・生育・繁殖の場としては、「瀬・淵」、

「わんど・たまり」、「礫
れき

河原」、「水際植生」、「河口干潟」があり、過去から比較すると減少

傾向にある場も存在することから、これらの保全・再生に努める。 

また、工事にあたっては、できるかぎり現況河道の河床形状を重視するとともに、水域と

水際部の保全に極力努め、低水路を掘削せざるを得ない場合においても河床の平滑化は行わ

ないこととし、多くの魚類や鳥類の良好な生息・生育・繁殖の場として重要な瀬や淵の形成

を促すように配慮する。また、高水敷の掘削や樹木の伐採に際しては、治水上支障の無い範

囲で、生物の生息・生育・繁殖の場に配慮する。以上のように工事に伴う河川や周辺の自然

環境へ与える影響の軽減に極力努め、自然環境調査等によって、生態系を確認するとともに、

生態系に関しての知識を深め、新しい知見を踏まえながら、河川整備を行い、良好な生物の

生息・生育・繁殖の場の保全・再生を図る。 

※「地域の自然環境の保全・再生に関する計画」：篠山市の「森の学校復活大作戦－生物多様性ささ

やま戦略－」や「ささやまの川・水路づくり指針」等が挙げられる。 

・森の学校復活大作戦：篠山の豊かな自然を取り戻し、篠山市の多様な生物環境を将来の子ども

たちに引き継ぐために生物多様性ささやま戦略を策定。 

・ささやまの川・水路づくり指針：「森の学校復活大作戦」の基本方針を基に、事業による環境へ

の影響を最小限に抑えるための事前調査を実施し、整備目標を決定し、整備工法を検討。 

※「ひょうごの川・自然環境調査」：生物にとって重要な環境要因と生物との対応関係を明らかにし、

人と自然が共生する川づくりを効果的に推進するための基礎情報として活用していくことを目的
として、兵庫県が県下14 水系を対象に、平成14年度から進めている調査。 
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7-2 縦断的移動の連続性の確保 

堰が支障とならず、加古川等に生息する全ての魚類、甲殻類が自由に遡上、降下できるよ

うに、縦断的移動の連続性の改善に努める。 

 

7-3 参画と協働による川づくり 

県民の参画と協働により、河川の維持や整備として川づくりの実践を行い、観察会などの

イベントの実施や河川愛護活動団体とのネットワークの強化を図ることで、河川愛護に向け

た県民意識の向上と河川環境の保全に取り組む。 

加古川では、教育の場に豊かな自然を取り入れた環境体験学習が盛んに行われており、河

川管理者や地域で活動されている方々が環境出前講座や水生生物調査等を実施する他、小学

校や企業が河川の清掃活動に取り組むようになっている。また、「ひょうごアドプト」で地域

住民と締結され、地域住民による除草や清掃等の河川管理が展開されている。 

さらに川に親しむイベントとして、緊急用河川敷道路を活用したマラソン大会や高水敷を

利用した花火大会の他、レガッタ大会、イカダ下り、魚すくい大会などが行われており、多

くの参加者でにぎわっている。  

 

7-4 森林環境の保全 

森林は土砂流出抑制機能や保水機能を有するだけでなく、生物多様性保全機能、地球環境

保全機能、物質生産機能、快適環境形成機能、保健・レクリエーション機能、文化機能など

の多面的機能を有する。流域対策としての森林の整備や保全を推進することにより、これら

の多面的機能を有する森林環境を保全する。 

 

7-5 水田・ため池環境の保全 

計画地域の水田やため池については、化学肥料や農薬の使用を制限した環境創造型農業の

普及が進められているほか、ほ場整備やため池改修にあたっては、生態系や景観など、環境

との調和への配慮が義務づけられている。また、ため池については、クリーンキャンペーン

等を通じて管理者や地域住民による環境保全活動が行われている。 

流域対策を実施する際にはこれらの取り組みも踏まえ、水田・ため池の自然環境や景観保

全に配慮する。 
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8 総合治水を推進するにあたって必要な事項 

8-1 県民相互の連携 

現在、流域圏内の自主防災組織の組織率は100%に近い市町が多いが、すべての組織が活

発に活動しているとは限らない。大災害になればなるほど公助は機能しにくくなるため、

自助、共助により地域に住む人々の命と暮らしを守ることが重要となる。そのため、自助、

共助の中核を担う自主防災組織の活性化が求められている。したがって、県及び市町は、

連携を図り、自主防災組織及び自治会組織を通じた情報発信や出前講座に取り組むなど、

県民の災害に対する意識向上に向けた普及啓発を行う。 

また、県民は、地域やグループでの勉強会の開催、各戸貯留への取り組みなど、総合治

水や環境保全等に関わる自主的な活動の推進に努める。 

 

8-2 関係機関相互の連携 

総合治水を推進していくには、河川、下水道、水田、ため池及び森林など多くの管理者

が協力して施策に取り組んでいくことが重要であり、東播磨･北播磨･丹波(加古川流域圏)

地域総合治水推進協議会及び法華山谷川流域懇談会の場などを活用して連携を図る。 

土地利用計画の策定にあたっては、当該土地の河川の整備状況、災害発生のおそれの有

無、水源のかん養の必要性等を考慮する。 

 

8-3 財源の確保 

総合治水は、県、市町及び県民が協働して推進するものである。また、流域対策は、施

設管理者が自らの負担で実施、維持管理することを基本とし、関係機関が協力して取り組

むものとする。 

県及び市町は、自らが所有する施設について、率先して貯留浸透機能の整備に取り組む

とともに、補助金等、財源の確保に努める。 

また、県及び市町は、市町や県民の取り組みを促進するための財政的支援等について、

ニーズや整備効果を踏まえ、検討を進める。 

 

8-4 計画のフォローアップ 

本計画に位置付ける取り組みは、策定（見直し）時点で関係者間の調整が整っているな

ど記述可能なものに限られており、総合治水を推進するためには、各主体が計画期間に推

進する取り組みを今後も充実させていく必要がある。 

このため、東播磨･北播磨･丹波(加古川流域圏)地域総合治水推進協議会及び法華山谷川

流域懇談会は本計画策定後も存続し、国、県、市町及び県民は、協議会において、計画の

進捗状況や効果及び問題点等を把握の上協議するとともに、県は協議会等の意見を踏まえ

て推進計画を適宜見直す。 
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9 モデル地区等における取り組み 

総合治水の取り組みを推進していくためには、国、県、市町及び地域住民といった関係者

が取り組みについて十分に理解するとともに、相互の連携が重要である。 

このため、流域圏内の特徴的な地区をモデル地区として設定し、モデル地区における総合

治水の具体的な取り組み事例やその効果等について情報発信を行い、推進協議会等を通じて

関係者と情報の共有を図る等、総合治水にかかる取り組みへの理解を深めていくこととする。 

本計画のモデル地区としては、加東市河
こう

高
たか

地区、西脇市黒田庄町福地
ふ く じ

地区、多可町加美区

多田川流域を選定する。また、法華山谷川流域において、平成 25年 3月に｢法華山谷川水系

総合治水推進計画｣を策定し、それに基づいた総合治水の取り組みを既に実施している。 

今後、モデル地区以外についても、各取り組みにおける取り組み状況や課題等について推

進協議会等を通じて情報発信を行うことで、総合治水の取り組みを流域圏全体に広げていく

こととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 67 位置図 

多可町加美区多田川流域 

西脇市黒田庄町福地地区 

加東市河高地区 

法華山谷川流域 
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9-1 加東市河高地区 

9-1-1 地区の概要 

加東市河高地区は、約 1.0km2の区域面積を有し、加古川中流域の右岸、小野市との市境

の安取樋門の流域に位置している。河川沿いの平野部には、水田の中に集落が点在し、背

後には丘陵地や低山地が広がり滝野工業団地などの開発地も存在している。 

河川整備により堤防が整備され、外水氾濫のリスクが大きく軽減されている。現在は、

堤防と丘陵地にはさまれた低平地において、毎年のように内水氾濫が発生している。近年

の浸水被害としては、平成 16年台風第 23号や平成 23年台風第 12号、平成 25年台風第

18号で家屋等の浸水被害が発生している。加古川の上流域が広いため、洪水時には当地区

の降雨ピークが終わった数時間後に加古川本川の水位ピークをむかえる傾向にある。加古

川の水位上昇時には普通河川への逆流を防ぐため、樋門を閉鎖するが、上述の地形のため

内水排除ができず浸水被害が頻繁に発生している。 

  このため、当該地区の内水被害を軽減するため、加東市は平成24年度より排水ポンプパ

ッケージ車を配置・運用しており、さらに、内水排水ポンプ設置の検討を行っている。そ

の取り組みを更に効果的にするために、流域対策を組み合わせるとともに、浸水が発生し

た際の備えとして、減災対策の充実を図る。 

樋門の管理・操作に住民が関わるなど、自主防災意識が高い地区であり、既存の調整池

を兼ねたため池を有効活用することにより、浸水被害軽減を図るモデル地区として、当地

区を選定する。モデル地区では、住民とともに調整池の活用を進めるため、樋門閉鎖後の

降雨の流出を調整池で貯留することにより、排水ポンプだけに頼らない総合治水の取り組

みを推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成25年台風第18号の浸水状況       排水ポンプパッケージ車稼働状況 
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図 68 加東市河高地区 
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9-1-2 取り組み内容 

（1）河川・下水道対策 

加古川の河川整備計画に位置付けられた河川対策を実施するとともに、加東市において

内水対策である排水ポンプの設置を検討する。 

また、下流端に設置されている安取樋門の操作を適切に行うために、地区内施設の操作

指導等の実施について検討を進める。 

 

表 67 取り組み一覧表 

対策 内容 主体 備考 

河川対策 加古川本川において河床掘削等を

実施する。 

国 加古川水系河川整備

計画（国管理区間）よ

り抜粋。整備計画の計

画期間は、平成23年

より約30年間である。 

河川整備計画では

社・河合地区（28.4～

30.6k）に該当する。 

排水ポンプの

設置 

内水排除のため排水ポンプの設置

等を検討する。 

加東市  

適切な樋門の

操作 

樋門操作による浸水被害発生を防

ぐため、適切な維持管理を行うと

ともに、操作方法の指導を行う。 

施設管理者 

 

 

 

 

（2）流域対策 

当地区内にある開発調整池を兼ねたため池（大谷中池）において、樋門閉鎖後の降雨を

貯留することができるようオリフィスの改良について検討する。 

その場合、下水道（雨水）が排水されている地区ではなく、内水氾濫の要因が河川水位

にあることから雨水貯留の方法については、人為的にオリフィスを全閉できるようにする

などの工夫が必要となる。 

また、既に田んぼダムに取り組んでいる対岸の野村地区などでの取り組みなどを参考に

水田貯留の普及を図るとともに、大谷奥池など他のため池における事前水位下げなども検

討する。 
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表 68 取り組み一覧表 

対策 内容 主体 

開発調整池の雨

水貯留機能の確

保 

大谷中池において、樋門閉鎖後の降雨を貯留す

ることができるオリフィスの改良を検討する。 

加東市 

水田貯留 営農者の協力を得た上で、田んぼの落水口への

セキ板の設置による水田貯留に取り組むように

普及活動を行う。 

県、加東市、 

県民 

ため池の事前水

位下げ 
大谷奥池、大谷中池、大谷口池、才ヶ谷

さいがたに

池
いけ

にお

いて、大雨が予測される場合は、事前に水位を

低下させ、雨水を貯留する容量確保について検

討する。 

県民（ため池

管理者）、加東

市 

 

（3）減災対策 

地域の防災マップ等を活用した訓練において避難路の点検等を実施することで、減災対

策の重要性を住民が認識し、災害時に的確な避難が行えるよう、住民は日頃より防災学習

に取り組み、国及び県、市は相互に協力して防災学習等の支援に取り組む。 

また、自治会と連携した災害時要援護者支援対策を行うことで、災害発生時にも速やか

な避難ができるよう取り組んでいく。 

 

表 69 取り組み一覧表 

対策 内容 主体 

災害時要援護

者名簿及び台

帳の作成 

災害発生時に災害時要援護者の速やかな避難が

できるように、GISと連動した名簿及び台帳の作

成等に取り組み、災害時要援護者の住居を特定

する。 

加東市、県民 

避難方法の検

討 

マイ防災マップを活用し、避難方法を確認する

とともに、地域で避難方法を共有する。 

国、加東市 

県民 

訓練の実施 小中学校と自主防災組織が合同で防災訓練を実

施する。 

また、地域の防災マップを活用した防災訓練を

実施する。 

加東市、県民 

浸水危険水位

表示板の設置 

河川構造物へ住民の避難の目安となる水位表示

板の設置に取り組む。 
国、加東市 

内水排水ポン

プ車の配備 

浸水が予想される場合に、内水排水を行うため

のポンプ車を配備する。 
加東市 
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図 69 GISと連動した災害時要援護者情報

青の網掛け：浸水想定区域 

赤丸：要援護者の住居 

・市の一部の職員に限り、要援護

者の個人情報を閲覧すること

ができ、浸水想定区域内にお住

まいの要援護者を特定するこ
とができる。 赤い点をクリックすると、

要援護者名簿が表示される 



155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※河川対策については、加古川水系河川整備計画（国管理区間）に基づき事業を推

進しており、今後30年間で実施する予定 

図 70 取り組み内容位置図（加東市河高地区） 
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9-2 西脇市黒田庄町福地地区 

9-2-1 地区の概要 

西脇市黒田庄町福地地区は、約 2km2の支川（普）福地川流域に位置しており、加古川本

川築堤部の河川沿いに集落が形成されている。 

加古川本川の水位が上昇すると、福地川の樋門を閉鎖し背水被害防止する一方、水防団

による水防活動でも内水排除ができず、平成25年9月台風第18号では、約20haの地区の

浸水が発生し、35件の住居の浸水被害があった。その後も、平成26年8月の台風第11号、

秋雨前線などにおいて、当集落の家屋等の浸水被害が頻繁に発生している。 

このため、加古川本川では、流下能力向上のため、河床掘削等を計画しているとともに、

加古川からの逆流（背水）が発生する福地川においても堤防の嵩上げを計画している。 

これにより、加古川の水位上昇を抑え、福地川の氾濫を軽減するとともに、樋門操作が

減ることを期待している。加えて、西脇市において、樋門閉鎖時の浸水被害を軽減するた

め、水田やため池での流域対策を検討している。 

西脇市では、既に西脇中学校で校庭貯留の取り組みを実施しており、当該地区でも、営

農に使用されなくなった長池の事前水位下げを実施するなど、流域対策の取り組みが進ん

でいる。新たな取り組みとして、水田貯留をはじめとする対策を実施することで流域対策

の効果的な活用方法等のノウハウが蓄積でき、既存の取り組みと一体となって有効な情報

発信が期待できることからモデル地区として選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西脇中学校校庭貯留（平成26年8月） 

 

 

 

 

 

校庭に約20cm貯留 
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平成25年台風第18号の浸水状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福地地区水防活動の状況（ポンプ（消防車）による排水実施） 

 

 

 

平成26年8月に

は、最大12台の

消防車、移動式

ポンプ車が稼働 
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図 71 西脇市黒田庄町福地地区位置図 
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9-2-2 取り組み内容 

（1）河川・下水道対策 

加古川において、河川整備計画に位置付けられた河川対策を実施するとともに、福地川

を下水道における雨水幹線に位置付け、排水路整備を実施する。 

また、下流端に設置されている福地南樋門ほか、地区内の施設の操作を適切に行うため

に、施設の操作指導等の実施について検討を進める。 

 

表 70 取り組み一覧表 

対策 内容 主体 

河川対策 加古川本川において河床掘削等を実施する。 県 

福地川堤防の

嵩上げ（排水路

整備） 

加古川の水位が計画高水位に達しても、福地川

の氾濫が発生しないように堤防を嵩上げする。

（Ｌ=230ｍ） 

西脇市 

樋門の整備及

び適切な操作 

適切な樋門操作ができるよう、施設の維持・更

新を行うとともに、操作方法の指導を行う。 

県、西脇市 

 

（2）流域対策 

当地区内に位置するため池において、耕作に影響がない範囲で事前にため池の水位を低

下させ、雨水を貯留する容量の確保を行う。また、田んぼの落水口にセキ板を設置する一

時貯留するなど、地域と一体となった浸水対策を検討する。 

 

表 71 取り組み一覧表 

対策 内容 主体 

ため池の事前

水位下げ等に

よる雨水貯留

機能の確保 

事前放流、洪水吐の切り下げ改良等により、長

池、福
ふく

谷
だに

池、政
まさ

右
う

エ門
え も ん

池等において、雨水貯留

機能の確保を検討する。 

県民（ため池管

理者）、西脇市 

水田貯留 営農者の協力を得た上で、田んぼの落水口への

セキ板の設置による水田貯留に取り組むよう

に普及活動を行う。 

県、西脇市、 

県民 
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事前放流による水位下げ（長池）［再掲］ 

 

（3）減災対策 

防災関係機関と連携した大規模洪水等を想定した実践的な訓練等を実施することで、減

災対策の重要性を県民が認識し、災害時に的確な避難が行えるよう、県民は日頃より防災

学習に取り組み、県、市は相互に協力して訓練等の支援に取り組む。 

また、近隣協力体制の構築による災害時要援護者支援対策や指定避難所を明示する看板

の設置等により、災害発生時にも速やかな避難ができるよう取り組んでいく。 

  

表 72 取り組み一覧表 

対策 内容 主体 

災害時要援護

者の避難支援 

災害発生時に災害時要援護者の速やかな避難

ができるように、要援護者の支援として、近隣

協力体制を構築する。 

西脇市、県民 

 

 

避難方法の検

討 

避難が効率的に進むように、指定避難所を明示

する看板を設置する。 

訓練の実施 防災関係機関と連携して、大規模洪水等を想定

した実践的な訓練を行う。 

建物等の耐水

機能の確保 

建て替えに合わせて、住宅敷地の嵩上げや遮水

壁の設置など、耐水機能の確保に取り組むよう

に啓発を行う。 

西脇市、県民 

タイムライン

防災の検討 

本地区及び周辺住民が、災害が想定される数日

前から、災害発生後までに取るべき対応を、時

間を追って整理した行動計画の作成を検討す

る。 

西脇市 

 

落水前写真 落水後写真 
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※河川対策の赤色実線部は福地川の水位低下に効果の

ある区間であり、先行して実施する。 

図 72 取り組み内容位置図（西脇市黒田庄町福地地区） 
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9-3 多可町加美区多田川流域 

9-3-1 地区の概要 

多可町加美区多田川流域は、流域面積約11km2の杉原川の支川に位置しており、急峻な山

地に挟まれた谷あいの緩傾斜地に広がる水田の合間に集落が形成されている。 

地形の特性から、豪雨時には山から流れ出る雨水が短時間で急激に農業用水路へ流れ込

むため、水路からの溢水が生じ、多くの水田や家屋、道路が浸水するなどの被害が発生し

ており、平成23年の台風第12号や平成25年9月2日の前線でも大きな被害を受けている。 

  このため、多可町では、農業用水路の側壁の嵩上げなどの溢水防止対策に取り組む一方

で、地域住民は自主的に家屋の周囲に塀を設置するなどの耐水対策に取り組んでいる。さ

らに、町と地域住民が一体となって、水田やため池に雨水を一時的に貯留する取り組みが

検討されている。 

また、多可町では、町内の間伐を促進するため、町内の公共施設に木質チップボイラー

を設置するとともに、木質バイオマスエネルギーを安定的に供給する木質バイオマス供給

センターの設置、伐採した間伐材の搬出等にかかる費用の助成等を実施している。この取

り組みを活かした積極的な森林整備や、集落に近接して広がる水田を活用した流域対策に

より、山地部集落における浸水被害軽減のモデル地区として、当地区を選定する。モデル

地区では、多田川下流部における流下能力の確保や水田貯留、森林整備を実施するととも

に、急激な水位上昇に備え避難や水防体制にも資するよう、防災情報の的確な情報伝達の

充実などの減災対策にも取り組む。 

なお、大雨によって発生する山腹崩壊に伴い下流部に流出する流木や土砂が、河川や水

路からの溢水・氾濫の一因であることから、砂防えん堤や治山えん堤の整備等の土砂災害

対策にも併行して取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成25年9月豪雨の浸水状況 
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図 73 多可町加美区多田川流域位置図 
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9-3-2 取り組み内容 

（1）河川・下水道対策 

多田川下流部において、局所的な治水対策に取り組むとともに、適切な維持管理を行い、

河川の流下能力を確保する。 

水路の溢水を生じさせないよう、効果的な水路改修や堆積土砂撤去などの維持管理に取

り組む。 

表 73 取り組み一覧表 

対策 内容 主体 

河川対策 堤防の嵩上げ等の局所的な治水対策に取り組む

とともに、河川内の堆積土砂撤去等、適切な維

持管理を行い、河川の流下能力を確保する。 

県 

水路対策 水路側壁の嵩上げや堆積土砂撤去等、通水断面

の確保を行う。 

 

多可町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

平成25年9月豪雨増水状況（多田川下流部：杉原川との合流点付近） 

 

（2）流域対策 

町と地域住民が一体となって、水田に雨水を一時的に貯留する取り組みを検討する。具

体的には、当地区内の水田において、営農者の協力を得た上で、田んぼの落水口に、新た

に水田用水位調整器を設置することについて検討を進める。 

さらに、多田川流域では、人工林が大部分を占めており、その適正な保全を図り森林の

多面的機能を高度に発揮していくため、森林経営計画が策定されている。 

これらの計画に基づき、路網整備や高性能林業機械の導入など集約的な施業を進め、計

画的に間伐対策を推進することにより、流域の保水力向上に努める。 

全町的に森林の保全および保水機能の向上を図り、町内外への木質バイオマスエネルギ

ーを安定的に供給するため、木質バイオマス供給センターのチップ生産能力を強化するな

ど、間伐促進対策等を推進する。 

多田川 
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また、大雨によって発生する山腹崩壊に伴って流木や土砂が下流部に流出し、人家や農

地等に深刻な被害をもたらすだけではなく、河川や水路を埋塞させ、河川や水路からの溢

水・氾濫を招く危険性を有していることから、総合治水対策と併行して土砂災害対策を実

施する。 

表 74 取り組み一覧表 

対策 内容 主体 

水田貯留 営農者の協力を得た上で、水田の落水口に、新

たに水田用水位調整器を設置するなど、水田貯

留に取り組む。 

また、畦畔漏水を防止し、田んぼダムをより効

果的なものとするため、畔塗り機の共同利用に

ついて検討する。 

県、多可町、 

県民 

森林の整備及

び保全 

町全体で、森林の保全ならびに健全な森林整備

を目指して、森林経営計画を策定し、施業の集

約化、作業道の整備、高性能機械の導入に取り

組んでいる。また、バイオマスエネルギーとし

て再利用するため木質バイオマス供給センター

の設置や伐採した間伐材の搬出に対して費用の

助成等を実施しており、間伐材の利用促進を図

っている。これらの取り組みについて、多田川

流域でも実施する。 

県、多可町、 

森林所有者 

(土砂災害対策として復旧治山事業、予防治山事業に取り組む（県）) 

 

 

 

 

 

 

 

間伐実施状況              間伐材チップ 

 

 

 

 

 

 

 

                         （ボイラー内部） 

木質バイオマスチップボイラー 
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（3）減災対策 

地域の防災マップや地区防災計画の作成などを行い、それを生かした訓練において避難

路の点検や避難手順の確認等を実施することで、減災対策の重要性を住民が認識し、災害

時に的確な避難が行えるよう、住民は日頃より防災学習に取り組み、国及び県、町は相互

に協力して防災学習等の支援に取り組む。 

また、防災情報を迅速かつ確実に提供できるように、観測施設の設置ならびに情報提供

体制等の充実に取り組んでいく。 

表 75 取り組み一覧表 

対策 内容 主体 

防災情報の早

期伝達 

地域住民の避難の助けとなる防災情報を迅速か

つ確実に提供できるように、観測施設の設置なら

びに、情報提供体制の充実に取り組む。 

県、多可町 

地域の防災マ

ップの作成 

住民の防災意識の向上を図り、災害が発生する前

に、迅速かつ安全に避難し、自ら身を守れるよう

に、防災マップを作成し、配布している。  

地域毎の避難方法や避難経路等を把握するため、

地域の防災マップ作成に取り組む。 

多可町、県民 

地区防災計画

の作成 

町全体で自助・共助の醸成を図るため、全ての自

主防災組織において、日頃からの災害への備えや

災害時の行動や手順等をまとめた地区防災計画

の作成に取り組む。多田地区でも地区防災計画の

作成を実施する。 

多可町、県民 

消防団と中学

生の交流 

地域住民の防災意識の向上と自主防災組織の活

性化につながるように、中学生が防災や消防活動

を体験的に学ぶ場である消防団と中学生の交流

事業（スクラムハート事業）を継続する。 

多可町、県民 

訓練の実施 地域の防災マップや地区版防災計画を活用した

防災訓練を実施する。 

多可町、県民 

防災の担い手

となる人材確

保 

町では、県民が防災士資格を取得するように啓発

活動を実施し、地域防災の担い手となる人材確保

ならびに地区に複数の防災士を配置する。 

多可町、県民 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学生が消防活動を体験（スクラムハート事業） 
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図 74 取り組み内容位置図（多可町加美区多田川流域） 
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9-4 法華山谷川流域 

9-4-1 計画の位置付け 

総合治水条例（平成24年4月1日施行）第6条に、地域総合治水推進計画を策定すること

となっており、法華山谷川流域は、「東播磨・北播磨・丹波（加古川流域圏）地域総合治水推

進計画」（以下「加古川流域圏計画」という）の範囲に属している。平成26 年度策定予定の

「加古川流域圏計画」は、法華山谷川水系を含む４水系で構成されるもので、｢法華山谷川水

系総合治水推進計画」は「加古川流域圏計画」における水系別計画として位置付けられたも

のである。 

法華山谷川水系総合治水推進計画は、平成 23 年 9 月の台風第 12 号により甚大な浸水被

害が発生し、早急な対策が必要となったことから、「加古川流域圏計画」に先立って策定した。 

 

9-4-2 計画期間 

本計画は、平成24 年度から概ね20 年間を計画の対象期間とする。 

計画のフォローアップとして、毎年度進行管理を行い、概ね5 年ごとに計画全体の総点検

を行う。さらに概ね10 年目に後半10 年に向けた方針の見直しを行う。 

 

9-4-3 地区の概要 

法華山谷川は、加古川市と加西市の境界に位置する丘陵地域に源を発し、水田地帯を南下

して、途中、善念川と合流し、高砂市伊保において瀬戸内海（播磨灘）に注ぐ、流域面積約

44.0km2、法定河川延長は、本川で15,947mの二級河川である。 

流域は加西市、加古川市、そして高砂市にまたがっている。昭和20年代には、流域はほと

んどが農地及び山地で占められていたが、現在は、市街地が約32％、農地が約27％、山地が

約35％、溜池等の水域が約4％となっている。 

特に下流部は、国道2号、JR山陽本線などの整備に伴い、密集市街地を形成している。 

流域の地形は、上流部では流域を囲む標高 200～300mの丘陵が流域界となり、中流部は氾

濫原的な地形となっている。下流部は、東を流れる加古川の氾濫原でもある低平地が続き、

昭和 20年代まで普通河川間の川等が網状となって大きな中州を形成しながら流れていたこ

とから、現在でも中島という地名が残っている。 

気候は、瀬戸内型気候区に属し、年平均気温約15.2℃、年間平均降水量1,199mm（昭和56

年～平成22年の平年値：姫路測候所）と一年を通じて温暖で少雨であるが、台風や梅雨前線

等による豪雨で、過去には浸水被害が発生している。 
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表 76 法華山谷川における近年の被害状況 

発生 
年月日 

起因 被災箇所 

雨量(志方) 
最高水位 
(魚橋) 

(T.P.m) 

浸水 
面積 

(ha) 

農地 
 

(ha) 

浸水家屋 

時間 

最大 
(mm) 

60分 

最大 
(mm) 

合計 
(戸) 

床上 
(戸) 

床下 
(戸) 

S40.9.10～17 
台風第 

23、24号 
高砂市 20.5 ― 記録なし 6.2 1.3 239 0 239 

S58.9.24～30 
台風 

第10号 

加古川市 

高砂市(荒井地区、伊保地区、

米田地区) 

54.0 ― 記録なし 2.6 2.6 114 1 113 

H2.9.11～20 

豪雨、 

台風 
第19号 

高砂市(米田町古新地区)、 

加古川市(志方町、西神吉町、
東神吉町) 

47.0 ― 記録なし 95.2 52 257 23 234 

H16.10.20 

～21 

台風 

第23号 

高砂市 

加古川市 
27.0 ― 4.1 204 2.7 358 66 292 

H23.9.3～4 
台風 

第12号 

高砂市 

加古川市 
69.0 84.0 4.9 418 259 1640 424 1216 

※）昭和40年9月、昭和58年9月、平成2年9月洪水の被害状況は、法華山谷川水系河川整備基本方針参考資料による。 

※）平成2年9月11日洪水では、支川間の川合流点で、潮位の影響を受けT.P.2.70mの水位が記録されている。 

※）平成16年10月20日洪水の浸水面積は、水害統計から、加古川市・高砂市の市内全域を集計した値。 

※）平成16年10月20日洪水の浸水棟数は、加古川市・高砂市による調査結果（市内全域）を集計した値。 

※）平成23年9月3日洪水の浸水面積は、高砂市提供資料および痕跡調査（聞き取り調査;9月29日～10月2日）より作成した浸水範囲図から図上計測を行った値。 

※）平成23年9月3日洪水の浸水棟数は、加古川市・高砂市による調査結果(2011.10.31時点の調査結果)を集計した値。（集合住宅も1棟として集計した値） 

※）平成23年9月3日洪水の浸水面積について、内水路から氾濫したものは、本川の影響を直接受けないことから、上記の集計からは除外した。 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

図 75 平成23 年台風第12号浸水実績図 

  

：浸水区域 

菖蒲池下流の出水状況 

小原宝殿停車場線の出水状況 

加古川バイパス付近の出水状況 

平成23 年台風第12号出水及び浸水状況 
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図 76 法華山谷川流域位置図 
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9-4-4 取り組み内容 

（1）河川・下水道対策 

①河川対策 

県は、戦後最大規模の降雨量をもたらした平成23 年9 月台風第12 号と同等の洪水流量

を安全に流下させるため、法華山谷川及び善念川について、築堤・引堤・河床掘削等によ

る河積の増大、河積を阻害する橋梁・井堰の改築等の河川対策を行う。 

なお、当面は平成23 年9 月台風第12 号と同等の降雨に対して床上浸水被害を防ぐ改修

を進め、その後も、段階的に洪水に対する安全度を向上していく。 

加古川市、高砂市は、平成25 年度から概ね5ヶ年で排水ポンプの増強、樋門の増設、流

路拡幅、橋梁改築を実施し、平成23 年台風第12 号と同等の降雨に対して床上浸水被害の

解消を図る。 

 

②下水道対策 

法華山谷川流域では、加古川市及び高砂市の流域関連公共下水道、高砂市単独公共下水

道の整備に取り組んでいる。市は、下水道（雨水）の雨水計画に基づいて、下水道の整備

及び維持を推進する。さらに、それら下水道整備にあわせ、改修が必要な水路整備にも取

り組む。 

表 77 取り組み状況一覧表 

対策 内容 主体 

河川対策 法華山谷川及び善念川において、築堤・引堤・

河床掘削・橋梁・井堰の改修を実施する。 

・法華山谷川：L=13.3km 

・善念川  ：L=1.3km 

県 

 

間の川（※）において、流路改修、橋梁改築、

ポンプ増強、樋門増設を実施する。 

加古川市 

高砂市 

下水道対策 下水道（雨水）の雨水計画に基づいて、下水

道の整備及び維持を推進する。 

加古川市 

高砂市 
※）間の川の対策は下水道事業で実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S=1：25,000 

流路改修L=0.1km 
橋梁改築 1橋 
（加古川市） 

流路改修L=0.2km 
橋梁改築10橋 
（高砂市） 

排水ポンプ増強 
（高砂市） 

樋門増設 
（高砂市） 

P 

西神吉町大国 

米田町島 

計画的に整備 

を進める区間 
L=13.3km 

計画的に整備 
を進める区間 
L=1.3km 

S=1：120,000 

図 78 法華山谷川、善念川の河川対策 図 77 間の川の河川対策（※） 
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（2）流域対策 

県が実施する法華山谷川、善念川の改修後も残る浸水に対し、浸水を軽減させる目標規模

として、河川改修後の湛水量を基に、計画期間の20 年で、浸水深では80cm に、浸水面積で

は 8 割に相当する 54 万 m3 を、計画期間の半ばである 10 年で、浸水深では 40cm に、浸水

面積では6 割に相当する28 万m3 を指定雨水貯留施設の全体貯留容量の目標とする。 

 

表 78 取り組み状況一覧表 

対策 内容 主体 

水田貯留 水田貯留の啓発及びセキ板を配布している。 

 

県 

加古川市 

高砂市 

水田にセキ板を設置し、雨水貯留浸透機能を

確保する。 

県民 

ため池貯留 今後実施するため池改修に合わせ、洪水吐の

切り下げ等について検討する。 

県 

加古川市 

校庭・公園・駐

車 場 で の 貯

留・浸透 

学校カリキュラムと連携した模型製作や校庭

貯留を検討する。 

県 

加古川市 

高砂市 

ため池の事前

放流 

大雨に備えた事前放流の実施について、ため

池管理者に通知するともに、啓発を行う。 

県 

加古川市 

 

 

（3）減災対策 

河川下水道対策と流域対策は長期の期間と多大な費用を要するもので、その間における浸

水被害対策としても減災対策は重要である。また、平成23 年台風第12 号に対して、河川下

水道対策、流域対策で床上浸水を解消しても、計画規模を上回る洪水や整備途上段階で施設

能力以上の洪水、いわゆる超過洪水等に対して人命と財産を守るために減災対策は不可欠で

ある。 
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表 79 取り組み状況一覧表 

対策 内容 主体 

輪中堤による

集落の浸水被

害の防止 

加古川市西神吉町の輪中堤を検討する。 

 

加古川市 

建物への耐水

機能の備え 

自治会へ水防活動に必要な土のうの配布を実

施している。 

加古川市 

高砂市 

排水施設の設

置 

浸水被害軽減のため、リースポンプや仮設ポ

ンプ等を設置する。 

加古川市 

高砂市 

浸水状況を踏

まえた土地利

用 

開発業者に対し、事業協議の中で雨水流出抑

制や浸水被害を想定した造成高の整備等を要

請している。 

高砂市 

防災・減災のた

めの意識啓発 

防災講演会や出前講座を開催し、地域住民へ

の啓発を実施する。 

県 

加古川市 

高砂市 

洪水ハザード

マップの更

新・周知 

既存のハザードマップを更新し、ホームペー

ジや出前講座等により周知を図る。 

加古川市 

高砂市 

浸水被害の発

生に係る情報

の伝達 

ひょうご防災ネットや緊急速報メール等を利

用した気象情報、避難情報の配信の充実を図

る。 

魚橋水位計のカメラ画像をケーブルテレビに

より公開している。 

県 

加古川市 

高砂市 

浸水被害の軽

減に関する学

習 

防災の担い手を育成するため、出前講座を開

催し、地域住民への啓発を実施する。 

加古川市 

高砂市 

水防体制の強

化、防災訓練の

実施 

消防団、自主防災会の方が参加する参加型水

防訓練を実施する。 

地域住民自らの手で地図に記載する「手作り

ハザードマップ」を作成する。 

県 

加古川市 

高砂市 

県民 

消防団へ救出・避難用ボートを配備する。 高砂市 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会への土のう提供（高砂市）         防災講演会（兵庫県） 
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【流域特性】 

加古川流域圏は、地形条件や土地利用等の地域特性・浸水実績などを踏まえると、以下の

9ブロックに分類できる。 

今後、総合治水の取り組みを流域圏全体に展開していくにあたり、地域特性等を踏まえる

ことで、効果的な取り組みが実施できると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 79 流域特性ブロック分割図 
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表 80 加古川地域特性 

番

号 
名称 主な河川 

特徴 

地形 土地利用 河川状況 

Ａ 既成市街地 

（加古川・高

砂・播磨） 

加古川、法華山谷

川、別府川、 

水田川、喜瀬川 

平地 市街地 主に築堤河川 

Ｂ 近郊市街地 

（加古川・稲

美・三木・北区） 

加古川、美囊川、 

志染川、曇川、 

草谷川、法華山谷川 

低平地の周りに

丘陵地が広がる 

 

市街地と農地混在 

稲美町は農地卓越 

水田が占める割合

が大きい 

主に掘込河川 

Ｃ 万願寺川流域 万願寺川、下里川 主に丘陵地 農地が卓越 

集落が分散して位

置している 

水田が占める割合

が大きい 

主に掘込河川 

Ｄ 小野・加東低平

地 

加古川、東条川、 

千鳥川 

加古川沿いに低

平地が広がる 

市街地と農地混在 

水田が占める割合

が大きい 

主に築堤河川 

Ｅ 東条川等中上

流 

東条川、美囊川、 

淡河川 

主に中山間地 河川沿いに農地が

広がる 

集落が分散して位

置している 

開発による調整池

が多く存在する 

主に掘込河川 

Ｆ 西脇市 加古川、杉原川、 

野間川 

河川沿いに低平

地が広がる 

主に中山間地 

河川沿いに市街地

が多い 

市街地以外は山地

が卓越 

森林が占める割合

が大きい 

主に築堤河川 

Ｇ 多可町 杉原川、野間川、 

多田川、奥荒田川、

思出川、大和川 

主に中山間地 河川沿いに農地が

広がる 

集落が分散して位

置している 

それ以外は山地が

卓越 

森林が占める割合

が大きい 

主に掘込河川 

Ｈ 丹波市本川流

域 

加古川、柏原川 河川沿い低平地

が広がり、その

周りに中山間地

が位置する 

氷上市街地以外は

中山間地 

森林が占める割合

が大きい 

主に築堤河川 

Ｉ 篠山市篠山川

流域 

篠山川水系 篠山盆地の周り

に中山間地が広

がる 

市街地以外は中山

間地 

森林が占める割合

が大きい 

主に掘込河川 

 


